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令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

第

七

十

五

号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
一
号
）

○�

福
岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規�

則�

（
児
童
家
庭
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

訓
　
　
　
令
（
第
一
号
）

○�

福
岡
県
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
四

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○�

福
岡
県
教
育
委
員
会
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
教
育
庁
総
務
企
画
課
）
…
…
…
…
…
四

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○�

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課
）
…
…
…
…
…
五

　

福
岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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様
式

第
1号

(第
3条

関
係

) 

申請番号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
福

岡
県

(母
子

・
父

子
・

寡
婦

)
福

祉
資

金
貸

付
申

請
書

 

 
(
 

 
 

 
 

 
)
福

祉
事

務
所

・
保

健
福

祉
(
環

境
)
事

務
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
申

請
 

 

(
1
)
 

申
請

者
氏

名
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

住
所

 

(
〒

 
 

―
 

 
)
T
E
L
 

 
―

(
 

 
 

)
―

 
 

 
(
自

宅
)
 

T
E
L
 

 
―

(
 

 
 

)
―

 
 

 
(
携

帯
)
 

T
E
L
 

 
―

(
 

 
 

)
―

 
 

 
(
勤

務
先

)
 

 
 
(
1
4
)
 

貸
付

申
請

の
理

由
 

 
 

 
 

 

(
2
)
 
個

 
人
 
番
 
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (
1
5
)
 

他
の

借
入

金
の

状
況

(
世

帯
)
 

 
□

有
 

 
 

□
無

 
負

債
総

額
 

円
 

 
 

(
3
)
 

資
金

名
 

資
金

 

(
一

般
 

・
 

特
別

)
 

申
請

額
 

総
額

 
 

 
 

(
月

額
)
 

 
 
 
円

 
 

 
 

円
 

期
間

 
年

 
 

月
か

ら
 

年
 

 
月

ま
で

 
借

入
人

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
4
)
 

生
活

保
護

 
 

 
□

受
給

中
 

 
□

受
給

な
し

 
 

借
入

金
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(５)
 

家族状況

 

続
柄

 
氏

名
 

生
年

月
日

 
年

令
 

勤
務

先
(
学

校
名

)
 

同
居

 
年

間
就

労
収

入
 

借
入

先
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

借
入

時
期

 
年

 
 

 
月

 
 

年
 

 
 

月
 

 
年

 
 

 
月

 
 

年
 

 
 

月
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
才

 
 

 
有

 無
 

円
 

借
入

金
額

 
円

 
 

円
 

 
円

 
 

円
 

 
円

 
 

返
済

月
額

 
円

 
 

円
 

 
円

 
 

円
 

 
円

 
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
才

 
 

 
有

 無
 

円
 

未
償

還
額

 
円

 
 

円
 

 
円

 
 

円
 

 
円

 
 

完
納

予
定

日
 

年
 

 
 

月
 

 
年

 
 

 
月

 
 

年
 

 
 

月
 
 

年
 

 
 

月
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
才

 
 

 
有

 無
 

円
 

(
1
6
)
 

資
産
状
況
(
世
帯
)
 

土
地

 
宅

地
 

 
 

 
m
2 

田
畑

 
 

 
 

m
2 

そ
の

他
 

 
 

m
2 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
才

 
 

 
有

 無
 

円
 

建
物

 
住

宅
 

 
 

 
m
2 

店
舗

 
 

 
 

m
2 

そ
の

他
 

 
 

m
2 

(
1
7
)
 

償
還

の
財

源
及

び
償

還
計

画
 

 
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
才

 
 

 
有

 無
 

円
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
才

 
 

 
有

 無
 

円
 

 
 

(
6
)
 

償
還

方
法

 
□

月
賦

 
□

半
年

賦
 

□
年

賦
 

(８)
 

その他の収入(年額)
 

(
 

 
 

 
 

年
金

)
 

円
 

(
1
8
)
 

貸
付
口
座
 

(
申

請
者

名
義

)
 

銀
行

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
店

 
 

(
銀

行
コ

ー
ド

 
 

 
 

)
 

 
 

 
 

(
支

店
コ

ー
ド

 
 

 
 

 
)
 
 

普
通

・
当

座
 

口
座

番
号

(
 

 
 

 
 

 
 

 
)
 

(
7
)
 

償
還

金
額

(
回

数
・

年
数

)
 

1
回

 
 

 
 

円
(
 

 
回

 
 

年
)
 

児
童

・
児

童
扶

養
・

特
児

手
当

 
円

 
 (
1
9
)
 

福
岡

県
母

子
・

父
子

・
寡

婦
福

祉
資

金
の

借
入

に
つ

い
て

、
関

係
書

類
を

添
え

て
申

請
し

ま
す

。
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
  

申
請

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 
 

 
 

  
連

帯
借

受
人

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 

 
 
 

    
上

記
の

借
入

に
つ

い
て

連
帯

し
て

債
務

を
負

担
し

ま
す

。
 

  
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
 

連
帯

保
証

人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 
 

 
 
 

  
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
 

連
帯

保
証

人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 
 

 
 
 

   
 

福
岡

県
知

事
 

殿
 

(
9
)
 

連
帯

借
受

人
 

フ
リ

ガ
ナ

 
住

所
(
〒

 
 

―
 

 
)
 

 自
宅
T
E
L
 

―
(
 

)
―
 

携
帯
T
E
L
 

―
(
 

)
―
 

養
育

費
 

円
 

 
 

仕
送

り
 

円
 

(
1
0
)
 
学
校
名

 
 

 
□

国
公

立
 

□
私

立
 

そ
の

他
(
 

 
 

 
)
 

円
 

種別

 

□
小

学
校

 
 

□
中

学
校

 
 

□
高

等
学

校
 

□
高

等
専

門
学

校
 

 
□

短
大

 
 

□
大

学
 

 
□

大
学

院
 

□
専

修
学

校
(
高

等
、

専
門

、
一

般
)
 

 
□

修
業

施
設

 

合
計

(
収

入
総

計
)
 

円
 

(
1
1
)
 

母
子

・
父

子
・

寡
婦

と
な

っ
た

時
期

 
年

 
 

月
か

ら
 

修
学

予
定

期
間

 
年

 
月

～
 

年
 

月
 

通
学

 
自

宅
・

自
宅

外
 

(
1
2
)
 

母
子
・
父

子
・
寡

婦

と
な

っ
た

理
由
 

□
死

亡
(
病

死
、

交
通

事
故

、
そ

の
他

)
 

 
□

離
婚

 
 

□
遺

棄
 

 
□

生
死

不
明

 
 

□
未

婚
の

母
 

□
海

外
在

留
 

 
□

精
神

又
は

身
体

の
障

が
い

 
 

□
法

令
拘

束
 

 
そ

の
他

(
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)
 

(
1
3
)

 

連帯保証人

 

連
帯

保
証

人
①

 

フ
リ

ガ
ナ

 
住

所
 

自
宅

T
E
L
 

 
―

(
 

 
)
―

 
 

 
 

携
帯

T
E
L
 

 
―

(
 

 
)
―

 
(
〒

 
 

―
 

 
 

)
 

年
間

所
得

 
 

 
 

円
 

資
産

額
 

 
 

 
円

 
氏

名
 

年
 

 
月

 
 

日
生

(
 

才
)
 

申
請

者
と

の
続

柄
 

職
業

 
 

勤
務

先
 

勤
務

先
住

所
 

T
E
L
 

 
―

(
 

 
)
―

 

連
帯

保
証

人
②

 

フ
リ

ガ
ナ

 
住

所
 

自
宅

T
E
L
 

 
―

(
 

 
)
―

 
 

 
 

携
帯

T
E
L
 

 
―

(
 

 
)
―

 
(
〒

 
 

―
 

 
 

)
 

年
間

所
得

 
 

 
 

円
 

資
産

額
 

 
 

 
円

 
氏

名
 

年
 

 
月

 
 

日
生

(
 

才
)
 

申
請

者
と

の
続

柄
 

職
業

 

 

勤
務

先
 

勤
務

先
住

所
 

T
E
L
 

 
―

(
 

 
)
―
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申
請

書
記

入
上

の
注

意
事

項
 

   
こ

の
申

請
書

に
記

入
さ

れ
る

際
に

は
下

記
の

点
に

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

 

  

(
1
)
 

貸
付

け
を

申
請

す
る

人
の

氏
名

及
び

住
所

を
記

入
し

ま
す

。
氏

名
は

正
し

い
読

み
方

を
カ

タ
カ

ナ
で

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、
就

職
支

度
資

金
、

修
学

資
金

、
修

業
資

金
及

び
就

学
支

度
資

金
の

申
請

の
場

合
は

、
児

童
が

申
請

者
と

な
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

(
2
)
 

貸
付

け
を

申
請

す
る

人
が

個
人

で
あ

る
場

合
の

み
、

1
2
桁

の
個

人
番

号
を

記
入

し
ま

す
。

 

 
(
3
)
 

資
金

名
、
申

請
額

及
び

期
間

を
記

入
し

ま
す

。
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
に

は
用

途
の

異
な

る
1
2
種

類
の

貸
付

金
が

あ
り

、
貸

付

額
、
貸

付
期

間
も

ま
ち

ま
ち

で
す

。
わ

か
ら

な
い

こ
と

は
保

健
福

祉
(
環

境
)
事

務
所

、
福

祉
事

務
所

又
は

町
村

役
場

の
ひ

と
り

親
福

祉
担

当
係

で
お

た
ず

ね
く

だ
さ

い
。

 

 
(
4
)
 

生
活

保
護

の
受

給
状

況
に

つ
い

て
該

当
す

る
□

に
レ

点
を

付
け

ま
す

。
 

 
(
5
)
 

同
居

の
家

族
全

員
を

記
入

し
ま

す
。
続

柄
の

欄
は

申
請

者
か

ら
み

た
続

柄
と

な
り

ま
す

。
年

間
就

労
収

入
の

欄
は

平
均

月
収

を
1
2

倍
し

た
額

を
記

入
し

ま
す

。
な

お
、

連
帯

借
受

人
に

つ
い

て
は

、
同

居
し

て
い

な
く

て
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
(
6
)
 

償
還

し
や

す
い

方
法

を
選

び
、

□
に

レ
点

を
付

け
ま

す
。

 

 
(
7
)
 

償
還

回
数

、
年

数
は

資
金

ご
と

に
こ

と
な

っ
て

い
ま

す
。
そ

れ
に

応
じ

た
償

還
金

額
に

つ
い

て
も

わ
か

ら
な

い
こ

と
は

、
保

健
福

祉
(
環

境
)
事

務
所

、
福

祉
事

務
所

又
は

町
村

役
場

の
ひ

と
り

親
福

祉
担

当
係

で
お

た
ず

ね
く

だ
さ

い
。

 

 
(
8
)
 

そ
の

他
の

収
入

に
つ

い
て

年
額

を
記

入
し

ま
す

。
合

計
の

欄
は

、
同

居
家

族
の

収
入

に
そ

の
他

の
収

入
を

加
え

た
額

を
記

入
し

ま

す
。

 

 
(
9
)
 

就
職

支
度

資
金

、
修

学
資

金
、
修

業
資

金
及

び
就

学
支

度
資

金
の

申
請

に
お

い
て

、
母

又
は

父
が

申
請

者
と

な
っ

た
場

合
に

子
の

氏
名

及
び

住
所

を
記

入
し

ま
す

。
 

 
(
1
0
)
 

技
能

習
得

資
金

、
修

学
資

金
、
修

業
資

金
及

び
就

学
支

度
資

金
の

申
請

に
お

い
て

、
対

象
と

な
る

学
校

に
つ

い
て

記
入

し
ま

す
。
 

 
(
1
1
)
 

母
子

、
父

子
又

は
寡

婦
と

な
っ

た
時

期
を

記
入

し
ま

す
。

 

 
(
1
2
)
 

母
子

、
父

子
又

は
寡

婦
と

な
っ

た
理

由
に

つ
い

て
該

当
す

る
□

に
レ

点
を

付
け

ま
す

。
 

 
(
1
3
)
 

連
帯

保
証

人
は

原
則

と
し

て
県

内
に

居
住

す
る

親
族

1
人

又
は

2
人

を
必

要
と

し
ま

す
。

保
証

能
力

、
年

令
等

に
制

限
が

あ
り

ま

す
の

で
、
わ

か
ら

な
い

こ
と

は
保

健
福

祉
(
環

境
)
事

務
所

、
福

祉
事

務
所

又
は

町
村

役
場

の
ひ

と
り

親
福

祉
担

当
係

で
お

た
ず

ね
く

だ
さ

い
。

 

 
(
1
4
)
 

貸
付

申
請

の
理

由
を

、
具

体
的

に
詳

し
く

記
入

し
ま

す
。

 

 
(
1
5
)
 

世
帯

の
他

の
借

入
金

の
有

無
に

つ
い

て
該

当
す

る
□

に
レ

点
を

付
け

ま
す

。
負

債
が

あ
る

場
合

、
そ

の
総

額
を

正
し

く
記

入
し

た
う

え
で

、
そ

の
内

訳
を

記
入

し
ま

す
。

記
入

欄
が

不
足

す
る

場
合

は
別

紙
に

記
入

し
、

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
(
1
6
)
 

土
地

、
建

物
等

の
資

産
状

況
に

つ
い

て
記

入
し

ま
す

。
 

 
(
1
7
)
 

償
還

に
あ

て
る

財
源

及
び

そ
の

計
画

等
に

つ
い

て
具

体
的

に
詳

し
く

記
入

し
ま

す
。

 

 
(
1
8
)
 

貸
付

口
座

を
記

入
し

ま
す

。
コ

ー
ド

に
つ

い
て

は
わ

か
る

範
囲

内
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
(
1
9
)
 

申
請

者
、

連
帯

借
受

人
及

び
連

帯
保

証
人

が
そ

れ
ぞ

れ
直

筆
で

署
名

、
押

印
し

ま
す

。
 

 
 

資
金

別
添

付
書

類
調

査
点

検
表

 

   
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
に

は
用

途
の

異
な

る
1
2
種

類
の

資
金

が
あ

り
ま

す
。

資
金

ご
と

に
必

要
と

す
る

添
付

書
類

は
下

記
の

と
お

り
で

す
。

こ
の

他
に

も
必

要
と

す
る

書
類

の
提

出
を

お
願

い
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

の
で

、
ご

了
承

く
だ

さ
い

。
 

 
添

付
書

類
に

不
備

が
あ

る
場

合
、

貸
付

決
定

が
で

き
な

い
こ

と
も

あ
り

ま
す

の
で

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

 

 

○
・

・
・

申
請

時
に

必
要

な
書

類
 

 
 

 
 
 

◎
・

・
・

貸
付

決
定

後
に

必
要

な
書

類
 

 
 
 

△
・

・
・

借
り

受
け

目
的

別
に

必
要

な
書

類
 
 

資
金

名
 

添
付

書
類

 

事
業

開
始

 

事
業

継
続

 
住

宅
 

就
職

支
度

 

技
能

習
得

 
生

活
 

転
宅

 
修

学
 

就
学

支
度

 
修

業
 

医
療

介
護

 
結

婚
 

 

戸
籍

謄
本
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

住
民

票
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

借
受

人
所

得
証

明
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

連
帯

保
証

人
所

得
証

明
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

事
業

開
始

計
画

書
等

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業

継
続

計
画

書
等

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
宅

工
事

計
画

書
等

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登
記

簿
謄

本
の

写
し

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

借
家

等
の

賃
貸

借
契

約
書
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

就
職

・
採

用
証

明
書

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

入
学

・
在

学
・

修
業

証
明

書
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

△
 

 
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 

医
療

を
受

け
る

期
間

を
証

す
る

書
類

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
△

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

離
職

の
日

を
証

す
る

書
類
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

弁
護

士
へ

の
委

任
状

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

他
資

金
の

借
受

け
の

な
い

申
立

書
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 

医
療

費
計

算
書

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

 
 

 

保
険

給
付

に
係

る
給

付
費

通
知

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

 
 

 

結
婚

証
明

書
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

児
童

扶
養

手
当

証
明

書
等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

口
座

証
明

書
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

残
高

証
明

書
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

借
用

書
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 

借
受

人
印

鑑
証

明
書

 
(
2
0
才

以
上

の
場

合
)
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 

連
帯

保
証

人
印

鑑
証

明
書
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 

連
帯

借
受

人
印

鑑
証

明
書
 

(
2
0
才

以
上

の
場

合
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

◎
 

 

法
定

代
理

人
の

同
意

書
 

(
借

用
書

裏
面

)
 

 
 

 
 

 
 

◎
 

 
 

 
 

 
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

◎
 

 

※
法

定
代

理
人

の
同

意
書

は
借

受
人

が
児

童
又

は
父

母
の

な
い

児
童

の
場

合
の

み
必

要
で

す
。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
一
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
臨
時
職
員
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
七
月
福
岡
県
訓
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
任
用
は
」
の
下
に
「
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
」
を

加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
任
用
の
手
続
）

第�

四
条　

臨
時
職
員
の
任
用
又
は
任
用
期
間
の
更
新
の
手
続
は
、
総
務
部
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
「
場
合
（
」
の
下
に
「
任
用
期
間
を
」
を
加
え

、
「
本
庁
の
課
（
室
）
の
長
又
は
主
管
課
長
」
を
「
本
庁
に
あ
っ
て
は
本
庁
の
課
（
室
）
の
長
、
出
先

機
関
に
あ
っ
て
は
当
該
出
先
機
関
を
所
管
す
る
本
庁
の
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

　

第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
正
規
職
員
と
同
様
と
す
る
」
を
「
法
令
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
任
期
の
定
め
の

な
い
常
勤
職
員
（
相
当
の
期
間
任
用
さ
れ
る
職
員
を
就
け
る
べ
き
業
務
に
従
事
す
る
職
で
あ
り
、
か
つ

、
勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
と
す
べ
き
標
準
的
な
業
務
の
量
が
有
る
職
を
占

め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
例
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
別
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
」
を
「
別
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と

す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
正
規
職
員
」
を
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
正
規
職
員
」
を
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
を
第
十�

一
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
は
、
任
期
」
を
「
が
任
期
」
に
、
「
と
き
は
、
退
職
願
（
様
式
第
八
号
）
を

所
属
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
と
き
の
手
続
は
、
総
務
部
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
を
削
り
、
第
十
六
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

別
表
及
び
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条　

の
改
正
規
定
及
び
第

二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
臨
時
職
員
規
程
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
任

用
さ
れ
、
又
は
任
用
期
間
を
更
新
さ
れ
る
臨
時
的
任
用
の
職
員
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
三
十�

一
日
前
に
任
用
さ
れ
、
又
は
任
用
期
間
を
更
新
さ
れ
る
臨
時
的
任
用
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

本　
　

庁　
　

訓
　
　
　
令

教
育
委
員
会
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の
例
に
よ
る
。
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
二
項
中
「
正
規
職
員
」
を
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
」
に
改
め
、
「
た
だ
し
、
法

第
四
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

３�　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
行
政
不
服
審
査
法

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

　

第
十
一
条
中
「
臨
時
職
員
は
」
を
「
臨
時
職
員
が
」
に
、
「
退
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
退
職
願

を
所
属
長
に
提
出
し
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
「
退
職
し
よ
う
と
す

る
と
き
の
手
続
は
、
教
育
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
こ
の
訓
令
に
よ
り
難
い
臨
時
職
員
の
取
扱
い
）

第
十
三
条　

こ
の
訓
令
に
よ
り
難
い
臨
時
職
員
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　

別
表
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
一　

福
岡
県
警
察
官
Ｂ
（
早
期
採
用
女
性
）
採
用
試
験

　

別
表
第
一
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
臨
時
職
員
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し

て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
」
に

改
め
、
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
第
二
号
」
を
加
え
、
「
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
第
二
号
」

を
加
え
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
臨
時
職
員
を
」
を
「
臨
時
職
員
の
」
に
、
「
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
任
用
候

補
者
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
」
を
「
又
は
任
用
期
間
の
更
新

の
手
続
は
、
教
育
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
を
削
る
。

　

第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

　

第
七
条
中
「
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
」
を
「
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号
）
、
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
一
号
）
及
び
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の

種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
正
規
職
員
と
同
様
と
す
る
。
」
を
「
法
令
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
任
期
の
定
め

の
な
い
常
勤
職
員
（
相
当
の
期
間
任
用
さ
れ
る
職
員
を
就
け
る
べ
き
業
務
に
従
事
す
る
職
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当

た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
と
同
一
と
す
べ
き
標
準
的
な
業
務
の
量
が
あ
る
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
例
に
よ
る
。
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
別
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
」
を
「
法
令
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
任
期
の

定
め
の
な
い
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
別
に
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
」
を
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員

人
事
委
員
会
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改
め
る
。

　

別
表
第
三
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

改
め
る
。

　

別
表
第
二
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
女
性
）
採
用
試

験

公
安
職
給
料
表
の
職
務
の
級
一
級
の

職
の
う
ち
福
岡
県
警
察
官
Ａ
（
女
性

）
採
用
試
験
の
対
象
と
な
る
職
以
外

の
女
性
の
職

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
女
性
）
採
用
試

験

公
安
職
給
料
表
の
職
務
の
級
一
級
の

職
の
う
ち
福
岡
県
警
察
官
Ａ
（
女
性

）
採
用
試
験
の
対
象
と
な
る
職
以
外

の
女
性
の
職

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
早
期
採
用
女
性

）
採
用
試
験

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
女
性
）
採
用
試

験

当
該
年
度
の
初
日
の
前
日
に
お
け
る
年
齢
が
十
七
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
女

性
。
た
だ
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
当
該
年
度
の
三
月
ま
で
に
大
学
を

卒
業
す
る
見
込
の
者
を
除
く
。

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
女
性
）
採
用
試

験

当
該
年
度
の
初
日
の
前
日
に
お
け
る
年
齢
が
十
七
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
女

性
。
た
だ
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
当
該
年
度
の
三
月
ま
で
に
大
学
を

卒
業
す
る
見
込
の
者
を
除
く
。

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
早
期
採
用
女
性

）
採
用
試
験

当
該
年
度
の
初
日
の
前
日
に
お
け
る
年
齢
が
十
八
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
女

性
。
た
だ
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
当
該
年
度
の
三
月
ま
で
に
大
学
を

卒
業
す
る
見
込
の
者
を
除
く
。

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
男
性
）
採
用
試

験

教
養
試
験　

作
文
試
験

人
物
試
験　

身
体
検
査

身
体
測
定　

体
力
検
査

資
格
調
査

高
等
学
校
卒
業

程
度

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
早
期
採
用
男
性

）
採
用
試
験

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
女
性
）
採
用
試

験福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
武
道
指
導
）
採

用
試
験

教
養
試
験　

作
文
試
験

実
技
試
験　

人
物
試
験

身
体
検
査　

身
体
測
定

体
力
検
査　

資
格
調
査

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
男
性
）
採
用
試

験

教
養
試
験　

作
文
試
験

人
物
試
験　

身
体
検
査

身
体
測
定　

体
力
検
査

資
格
調
査

高
等
学
校
卒
業

程
度

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
早
期
採
用
男
性

）
採
用
試
験

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
女
性
）
採
用
試

験福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
早
期
採
用
女
性

）
採
用
試
験

福
岡
県
警
察
官
Ｂ

（
武
道
指
導
）
採

用
試
験

教
養
試
験　

作
文
試
験

実
技
試
験　

人
物
試
験

身
体
検
査　

身
体
測
定

体
力
検
査　

資
格
調
査


